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幹事部局

令和５年度

施策評価シート

施策の現状
に対する評価

今後の取組
の方向性

施策の名称

施策の目的

政策企画局

県民一人ひとりが、性別に関わりなく個性と能力を発揮でき、共に支えあう地域社会をつくりま
す。

Ⅵ－３－(2)　男女共同参画の推進

①（男女共同参画の意識啓発）
県民に対する男女共同参画の意識啓発研修等を継続的に行うことで、「男は外で働き、女は
家庭を守る」といった固定的な性別役割分担意識にとらわれない人の割合は82.1％となり、
全国の状況（64.3％）と比較しても理解が進んできた。一方、家事・育児・介護等の多くを女
性が担っている実態があり、行動においては、まだ性別による偏りがある。
政策・方針決定過程への女性の参画については、審議会等への女性の参画率は、R4年度
は県は47.6％であったが、市町村は27.1％と低い実態がある。また、地域、事業所等では、
年々女性の参画率が増加しているが、まだ十分ではない。

②（女性相談の充実、ＤＶ被害者等の支援）
「女性に対する暴力をなくす運動」期間を中心に、女性の人権擁護や相談窓口などについて
広報・啓発を行っているが、女性相談の背景にＤＶが存在する場合があるにも関わらず、本人
がＤＶに気付かず、相談や支援につながっていないなど、ＤＶ被害の潜在化が懸念される。
日常生活や社会生活を営む上で様々な困難や課題を抱えていながらも、支援につながって
いない女性が存在するが、行政だけでは支援が十分に届かない。
女性をめぐる課題が複雑化、多様化、複合化する中で、住民に身近な相談窓口として、県内
市町村において女性相談窓口が設置され、ＤＶをはじめとした女性相談の対応をされている
が、きめ細かな支援を行う体制はまだ十分とは言えない。

（前年度の評価後に見直した点）
男女共同参画サポーターの活動支援のため、活動費の増額、サポーターと市町村との連携
強化に取り組んだ。
民間団体の知見を活用し、不安や課題を抱える女性たちの居場所の提供や専門家による相
談会を県内各地で実施した。

①（男女共同参画の意識啓発）
アンコンシャス・バイアス（性別による無意識の思い込み）に気づくためのワークショップや、女
性の視点からの防災・復興のための講座など、固定的な性別役割分担意識を解消し、行動
変容につながるような効果的な地域活動を増やしていくため、市町村と男女共同参画サポー
ター等の連携を強化するとともに、サポーター同士の交流・連携を促し、地域活動の活発化
を図る。
市町村の審議会等への女性参画率が低いため、市町村に政策・方針決定過程への女性参
画を働きかけ、具体的な取組を働きかける。

②（女性相談の充実、ＤＶ被害者等の支援）
県民向けの公開講座や啓発活動等を継続して実施し、ＤＶに対する正しい理解を深める働き
かけを行うとともに、相談窓口や活用できる施策について広報・啓発を継続的に実施する。特
にＤＶを生まない社会づくりのため、中高生等の若年層向けのデートＤＶ予防教育の推進に積
極的に取り組み、暴力を生まない意識の定着を図る。
様々な困難や課題を抱える女性への支援に係る県基本計画策定を通じ、民間団体や関係
機関との連携・協働によるきめ細かい支援のあり方を検討する。
市町村の女性相談窓口を中心に、地域における支援体制が充実していくよう、市町村担当
者の研修、巡回相談、市町村訪問、ケースカンファレンスへの参画等を通じたスーパーバイ
ズを継続的に実施する。



令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

80.0 82.0 84.0 86.0 88.0

77.2 73.7 79.2 82.1

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

46.5 47.2 47.0 47.6

55.0 60.0 70.0 72.5 75.0

- 54.7 66.7 70.8

12.0 12.0 12.0 13.0 13.0

11.0 11.0 11.0 13.0

施策の主なＫＰＩ
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備考

R4.9
上方修正

R2.9
上方修正

施策の名称

ＫＰＩの名称
上段は目標値、下段は実績値 計上

分類
単位

単年度値

単年度値

単年度値

単年度値

番
号
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5

6

7

8

20

一時保護委託先団体数【当該年度３月
時点】
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15

16
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10

11

％

％

％

施設

固定的な性別役割分担意識にとらわれな
い人の割合【当該年度８月時点】

審議会等への女性の参画率【当該年度４
月時点】

学校におけるデートDV等に関する予防教
育の実施率【当該年度３月時点】

18

19

13

12

17



誰(何)を対象として どういう状態を目指すのか

1 男女共同参画の理解促進事業 県民
男女共同参画社会を正しく認識し、性別による固定的な役
割分担意識が解消され、社会のあらゆる分野における男女
共同参画が進む

100,408 100,073 女性活躍推進課

2 女性相談事業
日常生活を営むうえで、人権侵害
などにより様々な問
題を抱えている女性

問題解決のための助言や情報提供、支援機関へのつなぎ
等を受けることができる

54,808 63,474 青少年家庭課

3 ＤＶ被害者等保護事業
一時保護を必要とするＤＶ被害者
等

安全な場所で支援を受けながら、自立を目指すことが
できる

28,741 34,312 青少年家庭課
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事務事業の一覧

Ⅵ－３－(2)　男女共同参画の推進施策の名称

事務事業の名称
前年度の
事業費
（千円）

今年度の
事業費
（千円）

所管課名
目的



１　事務事業の概要

1 3

2 4

２　ＫＰＩ（重要業績評価指標）の状況

３　現状に対する評価

ア）地域や学校において、自治会長は男性に、あるいは、リーダーは男性が向いているといった、古くからの慣習や性差に関する
偏見などジェンダーの課題に対し、見直すための機会が不足している。
イ）市町村において、審議会における女性の参画率を上げていくためのトップの意識や、ノウハウが不足している。

ア）アンコンシャス・バイアス（性別による無意識の思い込み）に気づくためのワークショップや、女性の視点からの防災・復興のため
の講座など、行動変容につながるような効果的な地域活動を増やしていくため、県立男女共同参画センターと市町村、各男女共
同参画センター、男女共同参画サポーターの連携を強化するとともに、サポーター同士の交流・情報交換を促すことで、地域活
動の活発化を図る。
イ）市町村において、審議会等の女性の参画率を上げていくため、市町村担当課長会議や、ブロック別意見交換会に加えて、市
町村長に、政策・方針決定過程への女性の参画の意義等を直接説明するなどの対策を進める。

「目的」の達成に
向けた取組による

改善状況

「目的」達成のた
め（又は達成し
た状態を維持す
るため）に支障と

なっている点

上記①（課題）が
発生している

原因

上記②（原因）の
解決・改善に向
けた見直し等の

方向性

②
原
因

成
果

実績値

94.0 95.2

課
題
分
析

①
課
題

③
方
向
性

達成率 ％－

50.0

－

50.0

2

目標値

令和５年度

男女共同参画の理解促進事業

令和5年度の当初予算額

83,438

100,073

審議会等への女性の参画率【当該年度４月時点】

50.0

女性活躍推進課

年 度
計上
分類

担 当 課

県民

上位の施策

上位の施策

・地域、県立大学などで若者向けセミナー等の開催や、政治分野における男女共同参画推進のための啓発パネル作成
・地域における男女共同参画を推進するため、男女共同参画サポーター（以下、サポーター）を養成
・普及啓発活動の拠点としている男女共同参画センターの管理運営（指定管理）
・県や市町村の政策・方針決定過程における女性の参画を推進するため、審議会等の委員への女性登用促進
・女性の自主的主体的な活動を支援するためのしまね女性ファンドの活用促進
・男女共同参画の視点からの防災対応について、防災部、当課、男女共同参画センターの役割分担を調整

・サポーターの活動支援のため、活動費の増額、保険への加入、市町村とサポーターとの連携強化に取り組んだ。
・市町村の取組促進のため、市町村長に政策・方針決定過程への女性参画の意義等を直接説明した。
・固定的な性別役割分担意識の解消のため、啓発活動を継続。また、しまね女性ファンドの広報に新たなSNSを活用した。

目的

誰（何）を
対象として

どういう状態を
目指すのか

94.4

事務事業の名称

1

47.6

84.0

令和元年度

86.0

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

46.5

Ⅳ－３－(1)　あらゆる分野での活躍推進

Ⅵ－３－(2)　男女共同参画の推進

目標値

実績値

上位の施策

事 業 費
（千円）

うち一般財源
（千円）

Ⅳ－３－(2)　安心して家庭や仕事に取り組むこ
とができる環境づくり

事務事業評価シート

男女共同参画社会を正しく認識し、性別による固定的
な役割分担意識が解消され、社会のあらゆる分野にお
ける男女共同参画が進む

単年度
値

82.179.273.7

50.0 50.0
％

47.2 47.0

92.2 96.6 97.8 － ％

単年度
値

80.0 82.0

88,573

100,408

令和4年度の実績額

単位

％
88.0

－達成率 －

77.2

上位の施策

令和5年度の

取組内容

評価を踏まえて

見直したこと

令和4年度に行った

ＫＰＩの他に参考とすべき
データや客観的事実

・県内の女性の参画率の状況　【自治会長】R3:3.8%、R4:4.0％　【公民館長】R3:8.0%、R4:8.9%
　【PTA会長】（小学校）R3:10.9%、R4:7.9%、（中学校）R3:12.8%、R4:10.0%　（以上、女性活躍推進課調査）
　【地方議会議員】（県）R3:8.8%、R4:8.8%、（市）R3:11.5%、R4:11.8%、（町村）R3:6.5%、R4:12.0%　（以上、総務省調査）
　【係長以上の役職への登用割合（民間事業所）】R2:18.4%　（県労務管理実態調査）
・審議会における女性の参画率　【国】43.0%（R4.9.30現在）、【県内市町村】27.1%（R4.4.1現在）（以上、内閣府調査）
・島根県男女共同参画サポーターR3:116名、R4:123名（R5.3.31現在）　・県審議会等女性参画率　47.1％（R5.4.1現在）

・固定的な性別役割分担意識にとらわれない人の割合は、R3:79.2%、R4:82.1％（県政世論調査）と推移しており、全国調査の
R1:59.8%、R4:64.3％（男女共同参画社会に関する世論調査（内閣府調査））と比較しても、高い割合となっている。
・地域、事業所、審議会等において、女性の割合は徐々に高まっており、女性の参画が少しずつ進んでいる。

ア）自治会長の割合は、依然として低い水準にあり、またPTA会長についても減少したことから、性別役割分担意識が解消されつ
つあるなかでも、地域に残る慣習等が女性参画の妨げとなっている。
イ）県民にとって身近な市町村において、審議会等における女性の参画率が県と比較して低い水準にある。

－

固定的な性別役割分担意識にとらわれない人の割合
【当該年度８月時点】

ＫＰＩの名称



5

6

7

8

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 単位
計上
分類

目標値 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

実績値 （単年度12） 17.0 27.0 46.0

達成率 － 85.0 67.5 76.7 － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

目標値

実績値

達成率 － － － － － －

事務事業評価シートの別紙

件

％

しまね女性ファンドを活用した女性の主
体的な活動件数（新規申請）【当該年
度４月～３月】

ＫＰＩの名称

「ＫＰＩ」が３以上ある場合のみ記載

「上位の施策」が５以上ある場合のみ記載

上位の施策

上位の施策

3
累計値

上位の施策

事務事業の名称 男女共同参画の理解促進事業

5

4

％

％

7

％

％

6

％

％

％

9

8

上位の施策

10



１　事務事業の概要

1 3

2 4

２　ＫＰＩ（重要業績評価指標）の状況

３　現状に対する評価

令和5年度の

取組内容

評価を踏まえて

見直したこと

令和4年度に行った

ＫＰＩの他に参考とすべき
データや客観的事実

○女性相談件数  県の相談窓口 R2：3,983件（うちDV582件）、R3:4,230件（うちDV615件）、R4:3,893件(うちDV472件)
○性暴力被害者支援センターたんぽぽ　R4：電話相談152件、面接相談54件、医療等支援11件
○専門性向上のための研修実施回数  R4：2回（参加者　67名　　※うち9名は一時保護委託先職員）
○県民向け公開講座　R4参加者数77名　（R4：参加申込者数98名　※集合、オンライン併用開催）
○しまね性暴力被害者支援センターさひめへの研修委託件数　R4：2件
○女性のつながりサポート事業相談交流会参加者数　R4：171名

・11月の女性に対する暴力をなくす運動の普及啓発活動や県民向け公開講座を実施
・「女性に対する暴力対策関係機関連絡会」を、県内７圏域で開催
・性暴力被害者支援センターたんぽぽの協力病院等の助産師等の性暴力対応看護師養成講座課程修了（R4末時点修了者数
5名）
・中学校・高校教員を対象に若年層に対する暴力予防教育実践者研修を開催（受講者数　19名）
・新型コロナ等の影響により、不安や課題を抱える女性への相談支援拠点を西部に新たに設置

(ｱ)相談の背景にＤＶが存在していても、本人がＤＶに気付いていない場合がある。
(ｲ)困難や課題を抱えながらも支援につながっていない女性が存在する。
(ｳ)性暴力被害の相談対応件数が増加しており、中高生、大学生などの若年層において、デートＤＶや性的被害が問題となってい
る。
(ｴ)女性相談の内容が複雑化・多様化・複合化するなかで、住民に身近な福祉サービスを所管する市町村内での連携体制が十
分ではない。

－

学校におけるデートDV等に関する予防教育の実施率
【当該年度３月時点】

ＫＰＩの名称

35,438

54,808

令和4年度の実績額

単位

％
75.0

－達成率 －

-

上位の施策

70.866.754.7

99.5 111.2 101.2 － ％

単年度
値

55.0 60.0 70.0

令和元年度

72.5

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ⅵ－３－(2)　男女共同参画の推進

目標値

実績値

上位の施策

事 業 費
（千円）

うち一般財源
（千円）

事務事業評価シート

問題解決のための助言や情報提供、支援機関へのつ
なぎ等を受けることができる

令和５年度

女性相談事業

令和5年度の当初予算額

40,423

63,474

青少年家庭課

年 度
計上
分類

担 当 課

日常生活を営むうえで、人権侵害などにより様々な問
題を抱えている女性

上位の施策

上位の施策

・新型コロナ感染症の影響等により不安や課題を抱える女性が社会とのつながりを回復できるよう集いの場づくりや相談支援実施
・民間支援団体と連携し、性暴力被害者支援センターが24時間365日で相談対応できる体制を整備
・相談支援体制の充実に向け、担当職員の専門性の向上のための研修や市町村等関係機関の連携強化の取組を実施
・女性に対する差別や人権侵害について県民の理解促進を図るため、県民向け講演会や街頭啓発活動等の広報・啓発を実施
・デートＤＶ未然防止のため、教職員等を対象としたデートＤＶをはじめとする暴力予防教育実践者研修を実施
・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律にかかる基本計画の策定と支援のあり方検討

・民間団体の知見を活用し、不安や課題を抱える女性たちの居場所の提供や専門家による相談会を県内各地で実施するととも
に、県内の相談支援体制を強化。

目的

誰（何）を
対象として

どういう状態を
目指すのか

－

事務事業の名称

1

(ｱ)固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見が依然として根深く残っている。
(ｲ)女性相談は家族や個人の問題として捉えられやすく、相談支援が受けられることを知らない方や行政による支援を望まない方
もいる。
(ｳ)若年層への性暴力やＤＶ予防教育、予防啓発が十分ではない。また、性暴力被害者の希望に応じた証拠の採取・保管体制
づくりができていない。
(ｴ)市町村における女性相談支援の専門性向上のための研修等が十分にできていない。

(ｱ)女性がかけがえのない個人であることなど女性の人権・擁護、相談窓口や活用できる施策について広報・啓発を実施。
(ｲ)困難な問題を抱える女性への支援に係る県基本計画策定を通じ、民間団体や関係機関との連携・協働により、支援が必要な
女性の発見や交流機会の提供、自立支援などきめ細かい支援のあり方を検討する。
(ｳ)教育委員会や市町村等と連携し、中高生へのデートＤＶ予防教育や教員等への予防教育実践者研修を行い、学校や地域で
の予防教育の推進を図る。また、警察への被害届出を躊躇する被害者の希望に応じ、たんぽぽ・警察・協力病院等との連携によ
り証拠採取ができる体制づくりを引き続き検討する。
(ｴ)市町村担当者への研修、巡回相談、訪問、ケースカンファレンスへの参画等を通じスーパーバイズを継続実施。

「目的」の達成に
向けた取組による

改善状況

「目的」達成のた
め（又は達成し
た状態を維持す
るため）に支障と

なっている点

上記①（課題）が
発生している

原因

上記②（原因）の
解決・改善に向
けた見直し等の

方向性

②
原
因

成
果

実績値

－ －

課
題
分
析

①
課
題

③
方
向
性

達成率 ％－ －

2

目標値



１　事務事業の概要

1 3

2 4

２　ＫＰＩ（重要業績評価指標）の状況

３　現状に対する評価

令和5年度の

取組内容

評価を踏まえて

見直したこと

令和4年度に行った

ＫＰＩの他に参考とすべき
データや客観的事実

○一時保護人数　　R2：17名（うちＤＶ被害者12名）、R3：7名（うちＤＶ被害者5名）、R4：11名（うちＤＶ被害者5名）
　　　同伴児（者）数　　R2：21名　　　R3：10名　　R4:10名
　　　平均入所日数　　R2：33.3日 　　R3：23.1日　　R4:26.5日
○ステップハウス利用　　R2：1世帯　　R3：実績なし　R4:2世帯
○ホテル事業実施状況　R2：5件（延べ7泊） 　R3：6件（延べ11泊）　R4:4件（延べ13泊）

・相談者の多様な状況に応じて適切な一時保護ができるよう、委託契約先を確保。
・一時保護所退所後、直ちに自立した生活を送ることが困難なＤＶ被害者等に対し、一時的な生活の場としてステップハウスを提
供し，早期の自立を支援できる体制を確保。
・一時保護したＤＶ被害者等の自立に向け、市町村等関係機関と連携し、公営住宅や母子生活支援施設、グループホーム等で
の支援に繋げた。

(ｱ)一時保護したＤＶ被害者等が抱える課題が複雑化、多様化しており、併せて被害者が求める支援も多様化しているため、一時
保護所を退所後の生活基盤を整えるまでに時間を要するケースが増えている。
(ｲ)保護を必要とする女性の状況（特定妊婦等）によっては、一時保護所での保護が困難な場合がある。
(ｳ)ＤＶ被害者が児童を伴って保護されるなど、家庭内でＤＶと児童虐待（面前ＤＶ）の２つの暴力が起きている場合があり、女性
相談センターのみでは必要な支援を満たすことができない。

－

一時保護委託先団体数【当該年度３月時点】

ＫＰＩの名称

14,664

28,741

令和4年度の実績額

単位

施設
13.0

－達成率 －

11.0

上位の施策

13.011.011.0

91.7 91.7 108.4 － ％

単年度
値

12.0 12.0 12.0

令和元年度

13.0

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

Ⅵ－３－(2)　男女共同参画の推進

目標値

実績値

上位の施策

事 業 費
（千円）

うち一般財源
（千円）

事務事業評価シート

安全な場所で支援を受けながら、自立を目指すことが
できる

令和５年度

ＤＶ被害者等保護事業

令和5年度の当初予算額

20,513

34,312

青少年家庭課

年 度
計上
分類

担 当 課

一時保護を必要とするＤＶ被害者等

上位の施策

上位の施策

・ＤＶ被害者をはじめ保護を必要とする女性の安全を確保し、問題解決に向けた必要な支援を行うため、警察や市町村、児童相
談所との連携を強化し、適時適切な場所で一時保護を実施
・一時保護をした女性の自立に向けた支援のため、当面の経済的支援としての貸付や一時的な生活場所としての住居（ステップ
ハウス）の提供、生活基盤のある市町村等関係機関との連携を行う
・直ちに一時保護ができず、かつ適当な避難先がないＤＶ被害者等に対する宿泊費助成（ホテル事業）の実施
・関係機関と連携し、ＤＶ被害者はもとより、同伴する家族も含めて迅速かつ適切な保護を実施。

・関係機関において相談対応を行う職員が、ＤＶと児童虐待双方の専門研修を受講することで相互理解を深め、対応力を強化。

目的

誰（何）を
対象として

どういう状態を
目指すのか

－

事務事業の名称

1

(ｱ)被害者の自立に向けては地域での支援体制を整えることが重要だが、市町村との連携が十分ではない。
(ｲ)一時保護所は、保護を必要とする女性ごとの様々な状況やニーズに応じた柔軟な対応が難しい場合がある。
(ｳ)子どもの面前でのＤＶは児童虐待にもあたるが、児童相談所や警察など児童虐待対応機関との連携が十分ではない。

(ｱ)市町村の相談窓口や関係部署の担当者への研修、巡回相談等を通じたスーパーバイズを継続的に実施するなどし、市町村
との連携を強化する。
(ｲ)特定妊婦等の一時保護受入委託先の開拓などについて検討する。
(ｳ)児童相談所、警察など児童虐待対応機関との相互研修や意見交換の機会を活用して相談業務の相互理解を深め、対応力
の強化を図る。

「目的」の達成に
向けた取組による

改善状況

「目的」達成のた
め（又は達成し
た状態を維持す
るため）に支障と

なっている点

上記①（課題）が
発生している

原因

上記②（原因）の
解決・改善に向
けた見直し等の

方向性

②
原
因

成
果

実績値

－ －

課
題
分
析

①
課
題

③
方
向
性

達成率 ％－ －

2

目標値


